
・新規登録は随時（有効期間は次に迎える7月31日）
・登録内容の変更も随時更新（ただし、4/1～7/19までの変更申請は、本年度の更新申請を併せて行った
とみなす）

・取下げは随時

４月1日～7月19日 更新期間
※登録内容の変更の有無にかかわらず

毎年5月10日（目安） 更新依頼通知発送
全事業所へ通知（重複の可能性あり）

７月31日
全事業所の前年度の
有効期間満了

4月1日

【実習受入協力事業所登録更新手続きの流れ】

7月19日

8月1日～翌年7月31日
本年度の登録有効期間
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